
情報セキュリティ基本方針

株式会社SIB（以下、当社）は、総合情報サービス企業として「お客さまから信頼を得られるサービス、お客さまが感動するサービス」を提供しており、

お客さまからお預かりした情報を保護することが、お客さまの信頼を得る第一歩と考えています。

当社の事業活動にとって、情報セキュリティの確保は、重要な課題と考え、

当社およびお客さまの重要な情報資産を事故・災害・犯罪などの脅威から保護し、お客様ならびに社会の信頼に応えるために、

情報セキ ュリティ基本方針を定め、これを推進していくことを宣言します。 

１．情報セキュリティの定義 

情報セキュリティとは、情報の機密性、完全性及び可用性を維持することと定義します。 

２．経営者の責任 

当社は、経営者主導で組織的かつ継続的に情報セキュリティの維持及び改善・向上に努めます。

 ３．情報セキュリティ管理体制 

当社は、情報セキ ュリティの維持及び向上のために組織を設置し、セキュリティ対策を実施・運用・推進します。

 ４．情報セキュリティ教育および訓練の実施 

当社は、当社の従業員ならびに関係者に対してセキュリティ意識の向上を図るための情報セキュリティ教育を継続的に実施し、情報保護意識の向上に努めます。 

５．法令および契約上のセキュリティ要求事項の順守 

当社は、情報セキュリティに関連する法令、規制、規範、並びに契約上のセキュリ ティ要求事項を遵守するとともに、お客様の期待に応えます。

６．事故への対応 

当社は、情報セキュリティ事件・事故や違反が起こらないようにする管理体制を整え、

万が一に情報セキュリティに関わる事故が発生した際には、迅速な被害抑制及び復旧に努めるとともに、速やかに適切な是正処置を講じ、再発防止に努めます。

７．罰則 

当社は、情報セキュリティ基本方針および情報セキュリティに関連する規程に違反する行為を行った者に対しては、就業規程または個別に定めた契約に則り、罰則を適用します。 

８. 評価・改善 

当社は、本方針、情報セキュリティに関連する社内規程、管理体制を定期的に評価し、 それらの改善を実施します。
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